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死因究明を行うための体制整備の推進について（周知依頼） 

 

 今般、厚生労働省医政局死因究明等企画調査室ならびに新型コロナウイルス

感染症対策推進本部より、死因究明を行うための体制整備の推進について、別

添のとおり、各都道府県等衛生主管部（局）宛に事務連絡が発出されるととも

に、本会に対しても周知方依頼がありました。  

 つきましては、貴会におかれまして、本件についてご了知いただくとともに、

貴会管下関係機関等への周知につきましても、ご高配賜りますようよろしくお願

い申し上げます。 



事 務 連 絡 

令和５年２月８日 

 

 

公益社団法人日本医師会 御中 

    

  

厚生労働省医政局医事課死因究明等企画調査室 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

 

 

死因究明を行うための体制整備の推進について（依頼） 

 

日頃より、死因究明等推進施策の推進に多大なる協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

 標記について、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）宛て通知しましたので、 

その趣旨を御了知いただくとともに、貴管下の関係団体及び関係者に対する周知、

協力方よろしくお願いいたします。 

 

 

 



別添 

事 務 連 絡 

令和５年２月８日 

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

厚生労働省医政局医事課死因究明等企画調査室 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

死因究明を行うための体制整備の推進について（依頼） 

厚生労働行政の推進につきましては、平素よりご尽力いただき、厚く御礼申し

上げます。 

国民が安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され個人の尊厳が保持さ

れる社会の実現に向けて、死因究明の推進は重要であり、これまでも死因究明等

推進基本法（令和元年法律第 33号。以下「基本法」という。）等を踏まえ、取り

組んでいただいているところです。 

基本法においては、国及び地方公共団体は、死体の検案及び解剖等の実施体制

の充実に必要な施策を講ずるものとされており※１、新型コロナウイルス感染症

など新興感染症による死亡が疑われるが明らかでない場合も含め、検案を行っ

た医師が必要と認めた場合には、死因究明のための検査や解剖が適切に実施で

きるよう体制整備※２の推進が重要です。 

引き続き、死因究明等推進地方協議会など関係機関と連携し、死因究明を行う

体制整備について取組の推進をお願いいたします。 

なお、検査や解剖等にかかる費用は異状死死因究明支援事業等の補助事業も

活用できますので、ご検討ください。 

※１ 基本法（抄） 

第 14条 国及び地方公共団体は、医師等による解剖が死因究明を行うための方法として最

も有効であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよう、

医師等による死体の検案及び解剖等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。 

※２ 体制整備のイメージは別添参照。 

mailto:shiinkyuumei@mhlw.go.jp


【死因究明拠点】【都道府県警】

【大学 法医学教室等】

・解剖
・薬毒物検査等

【大学 医学部】
・解剖見学などの臨床実習

【遺族】

⑥検案結果や解剖要否等の説明

⑧遺体の安置場所、
搬送の調整

②死体検案現場へ出動

<死体検案現場>

【検案医】

死因究明拠点において、地元医師会、法医学教
室等及び都道府県警察の協力を得て検案医をリ
スト化

⑦法医学教室等への説明
（解剖の観点・必要性）

（別添）体制整備のイメージ

①検案医へ立ち会いの依頼

法医解剖と医学教育の連携

※あくまでイメージ。実際の運用は地域の状況に応じて構築。

【検案医】

③CT・検査の
調整依頼

④CT撮影・検査機関、
搬送の調整

⑤CTの読影、
検査結果の分析

⑨解剖結果の説明

【医療機関】
・死亡時画像診断
・薬毒物検査等


